
発注者 請負者

入札執行 入札執行

契約の締結 契約の締結

事業現場の確認

事業計画書の提出

事業計画書の承認 通話状況の確認

支払書類明細書等の徴収
事業完了

（支払明細書類等提出）

契約変更 契約変更

完了検査 完了検査

支払い金額の決定

・衛星携帯電話の利用を行う場合は、特記仕
様書４に記載されている内容を事業計画書に
盛り込み提出（当初利用予定がなくても事業
実行中に利用することを決定した場合は事業
計画書の変更を提出すること。）
・原則リース代金とし１契約１台とする。

・事業計画提出後、事業現場において試験通
話を行い、監督職員の承認を受けること。
・通話に支障がないと判断された場合は事業
計画書の承認となる。

・請負者は事業完了届の提出時に衛星携帯電
話費用の支払明細書類等を提出する。リース
ができなかった場合は購入代金を確認する。
・事業完了届提出前に事業終了見込み日を協
議し事業終了日をみなすことも可能。

・衛星携帯電話の利用を予定する場合は、請
負者は事前に事業箇所の通話状況を確認。

・契約変更を実施
※契約約款第６３条による。

～安全確保に資する衛星携帯電話の利用に関する試行について～

・契約書に事務連絡別紙の特記仕様書を付し
契約の締結。

　国有林野事業における造林請負事業及び製品生産請負事業では、通話環境が脆弱な山間奥地において
作業が行われることが多いことから、緊急時に迅速な対応を行うために確実な通話手段の確保が必要と
なっております。
　このため、緊急連絡体制の確保に必要な通話手段として衛星携帯電話を利用する際の経費を計上する
ため試行することとなりましたのでお知らせします。
　なお、本試行については令和８年３月１日以降の入札公告を行う物件から適用としますが、既に契約
を締結している物件においても発注者との協議により対象とすることができます。
　具体的な対応につきましては下記フローチャート及び別紙特記仕様書をご確認ください。



別紙 

特記仕様書（例） 
 
安全確保に資する衛星携帯電話の利用について 

１. 本事業は、安全確保に資する衛星携帯電話の利用に当たって共通仮設費等へ計上する

ことができる。 

２. 請負者は、あらかじめ事業現場の通話状況を確認した上で、利用する衛星携帯電話を

準備しなければならない。 

３. 請負者は、事業計画書提出後に準備した衛星携帯電話で試験通話を行い、事業現場に

おいて現場代理人が所有している携帯電話が通話不可及び衛星携帯電話が正常に通話

できるか監督職員の確認を受けなければならない。請負者は、監督職員が通話に支障

ありと判断した場合は、発注者と請負者で協議し、衛星携帯電話の変更又は利用を中

止するものとする。 

４. 請負者は、衛星携帯電話の利用に当たって、次の事項を事業計画書に記載し、監督職

員の確認を受けるものとする。なお、事業計画書提出時に利用予定がない場合におい

ても、後日利用を希望する際は、同様に取り扱うものとする。 

①衛星携帯電話事業者名 

②衛星携帯電話サービス名 

③衛星携帯電話及びこれに関連する機器類（以下「使用端末等」という。） 

④利用料金 

⑤利用期間（○月○日～○月○日まで） 

⑥本事業以外の事業への供用の有無 

 他事業名（署名・物件名） 

５. 対象とする経費は、１台分のリース代金を原則とする。ただし、リース不可の場合

は、衛星携帯電話の購入代金を基に損料を算出し、発注者と請負者で協議するものと

する。 

６. 請負者は、事業着手日から事業終了日における衛星携帯電話に関する費用の支払証明

書類等を提出するものとする。なお、事業終了日については、事業終了の見込み日を

協議し、別途定めたみなし日とすることも可能とする。 

７. 対象経費の計上に伴う請負金額の変更は、最終変更契約において行うものとする。 

８. 衛星携帯電話を、本事業以外の事業地で共用することは妨げない。ただし、同一期間

に係るリース料金等を本事業以外の請負契約の経費として計上することはできないも

のとする。また、事業途中で本事業以外でも当試行による衛星携帯電話を供用するこ

ととなった場合には監督職員に申し出ること。 


